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指定地域密着型通所介護事業所重要事項説明書 

 
 
 当事業所は、介護保険事業所の指定を受けております 

 
（第 0892600156 号） 

 
 
 当事業所は、契約者に対して指定地域密着型通所介護サービスを提供します。事業所

の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明

します。 

 

 

 

◇◆  目    次  ◆◇ 
 

  １．事業者の概要                     P  ２ 

  ２．事業所の概要                     P  ２ 

  ３．提供サービスの内容                  P  ３ 

  ４．利用料金                       P  ３ 

  ５．サービスの利用方法                  P  ４ 

  ６．緊急時の対応                     P  ６ 

  ７．非常災害対策                     P  ６ 

  ８．虐待の防止について                  P  ６ 

  ９．身体拘束について                   P  ６ 

10．感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策について P    ７ 

  11．個人情報の取扱い                   P  ７ 

12．サービス内容に関する苦情               P  ８ 

  13．個人情報の取扱い                   P  ９                                          

  

 

  サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方 

が対象となります。ただし、要介護認定をまだ受けていない方でもサービス 

の利用は可能です。 
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１．事業者の概要 

 

 

 

 

 

 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類 

事 業 所 名 称  デイサロン瓜連 

所 在 地  茨城県那珂市瓜連字諏訪前 1001 番地 1 

電 話 番 号  ０２９－２１９－５２２０ 

所 長 （ 管 理 者 ）  小林 真帆 

開 設 年 月 日  令和 4 年 4 月 1 日 

介 護 保 険 指 定 番 号 ０８９２６００１５６ 

サービスを提供する対象 

地域 

 地域密着型通所介護事業 

那珂市 

（２）運営の方針 

   事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場

に立ったサービスの提供に努めます。また、利用者の持っている能力に応じた自立

した生活ができるように援助いたします。事業所の持つ様々な機能を活かして事業

所全体で利用者の生活を援助します。 

（３）職員の配置状況・勤務体制 

   当事業所では、利用者に対して地域密着型通所介護サービスを提供する職員とし

て、以下の職種職員を配置しています。 

職     種 人   員 勤務体制 

所 長 （ 管 理 者 ） １名  

 

8：15～17：45 
生 活 相 談 員 1 名/日 

機 能 訓 練 指 導 員 １名/日 

介 護 職 員 １名/日 

  

法 人 名 称 社会福祉法人ナザレ園 

所  在  地 茨城県那珂市中里 361 番地２ 

電 話 番 号 ０２９-２９６-０３１６ 

代 表 者 氏 名 理事長 菊池 義 

設 立 年 月 日 昭和 24 年４月１日 
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（４）事業所の設備概要 

定 員 １０ 名 静 養 室 １  室 

食堂及び機能訓練室 ４４．１㎡ 相 談 室 １  室 

浴 室 一般浴 事 務 室 １  室 

（５）営業時間 

営 業 日 年中無休 

受 付 時 間 ８：１５～１７：４５ 

サ ー ビ ス 提 供 時 間 ９：３０～１６：３０ 

  

３．提供するサービス内容 

  サービス開始前に利用者のご家族、ケアマネジャー等とよく話し合い内容を決定し

ます。「ケアの三原則」（自己決定・能力の活用・生活の継続）を守り、利用者の自立

した生活に向け援助します。 

（１）送  迎：送迎を必要とする利用者に対し、送迎サービス、移動、移乗介助等を

行います。また、朝夕の送迎時間はあらかじめ利用者若しくは家族の

方と相談します。 

（２）食  事：管理栄養士が作成する献立を調理し、口腔機能に合わせた食事形態で

提供します。 

（３）入  浴：利用者の状態に合わせた個浴を提供します。 

（４）排  泄：利用者の状態に合わせてトイレ介助、おむつ交換等の援助を行います 

（５）機能訓練：個別機能訓練計画に沿って、日常生活を営むのに必要な機能の低下を

防ぐための訓練を提供します。 

（６）趣味活動：利用者の希望に添って諸活動を行います。 

（７）生活相談：利用者及びその家庭の日常生活における介護、環境整備、手続き関係

等に関する相談、助言を行います。 

 

４．利用料金 

（１）給付対象サービス利用料金は以下のとおりとなります。 

（１）利用料金が介護給付から給付される場合 

（２）利用料金の全額を利用者に負担していただく場合 

  があります。 

（２）料金表によって、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付

費を控除した金額（自己負担額）をお支払いいただきます。 

   １単位あたりの単価は 10.14 円です。（那珂市；地域区分 7 級地） 

   なお、利用料金は要介護度に応じてまた、介護保険負担割合によって異なります。 
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※ 利用者がまだ要介護認定を受けていない場合は、サービス利用料金を一旦

お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が

介護保険から払い戻されます。（償還払い）また、居宅サービス計画が作成さ

れていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、利用者が保険

給付の申請を行うために必要とする事項を記載した「サービス提供証明書」

を交付します。 

 ※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利

用者の負担額も変更となります。料金表：別表参照  
     

（３）給付対象外サービス  料金表：別表参照 

 以下のサービスは、利用料金が全額利用者負担となります。 

・レクリエーション、クラブ活動：利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活

動を実施する場合の材料代として、実費をいただきます。 

  ・利用中における日常生活上必要となる諸経費：利用者が利用中において日常生活用

品等が必要となった場合には、実費の負担をいただきます。 

・その他経済状況の変化や緊急やむを得ない事由により負担が伴う場合があります。 

その際には事前に事由と負担額についてお知らせいたします。 

・利用料のお支払い 

 ご指定の預金口座から利用月の翌月２０日に引き落としをさせていただきます。 

  なお、現金払いの場合は利用月の翌月に現金でお支払いいただきます。 

 

５．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

   介護認定を受けている場合は、居宅介護支援事業所にデイサービスの利用を申込

みください。職員がお伺いいたします。サービス提供が決まりましたら契約を締

結し、地域密着型通所介護計画を作成してサービスの提供を開始します。 

    すでに契約しているケアマネジャーがいらっしゃる場合には、当該事業所と契約

をする前にケアマネジャー等とご相談下さい。 

（２）利用の中止、変更、追加の場合は、サービスの実施日の前日までに事業所に申し

込んでください。 

（３）サービスの終了 

   利用者のご都合でサービスを終了する場合 

   サービスを終了する日の１週間前までに文書でお申し出下さい。 

（４）自動終了 

   以下の場合は双方の通知がなくとも、自動的にサービスを終了します。 

  ・利用者が介護保険施設に入所した場合。但し、１年以内に利用者が介護保険施設

を退所し、再び居宅において日常生活を営む状況となった場合は、利用者と事業

所の双方の合意により契約を継続することができます。 
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  ・介護保険給付サービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）

又は要支援認定となった場合、１年以内に利用者が再び要介護認定となった場合

には、利用者と事業所の双方の合意により継続可能となります。 

・利用者がお亡くなりになった場合。 

（５）サービス利用にあたっての留意事項 

  ・朝夕の送迎時間は、あらかじめ利用者又は家族の方と相談いたします。行事等を

実施時は通常の送迎時間と異なる場合がありますので、その場合は事前に変更の

連絡をいたします。 

  ・食事のみのキャンセルは、利用当日の朝職員に申し出てください。 

  ・通常ケアプラン等に基づいた時間でのご利用となりますが、都合により変更を希

望される場合は前日までにご相談下さい。なお連絡がない場合は、通常の利用料

をお支払いいただくことがあります。 

  ・送迎車を利用される時間や施設に到着したときは、利用者の身体状態を把握し、

体調に変化がないかを確認します。 

  ・利用者の安全を確保する観点から、利用者が感染症と疑われた場合は、デイサロ

ン瓜連から担当ケアマネジャーを通じて主治医から証明書を徴し、疑いがある場

合は一時的にデイサロン瓜連利用を停止させていただくことがあります。又、主

治医から証明書を徴し得なかった場合には、デイ所定の用紙に家族の証明をいた

だく場合があります。 

（６）その他 

  ・事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利

用者やご家族などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合、事業所に対

し文書で解約を通知することによって、即座にサービスを終了することができま

す。 

  ・利用者がサービス料金の支払いを１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催促した

にもかかわらず１５日以内に支払わない場合、又は、利用者や家族などが事業所

や職員に対して契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合、又は、やむを得

ない事情により事業所を閉鎖又は縮小する場合、利用者に対し文書で通知するこ

とにより、即座に契約を終了させていただく場合があります。 
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６．緊急時の対応 

  サービスの提供中に容態の変化等があった場合、事前の打ち合わせにより主治医、

救急隊、家族、居宅介護支援事業所等へ連絡いたします。 

 

７．非常災害対策  

 ・防災の対応：消防計画に基づき、速やかに消火活動に努めるとともに、避難、誘導

にあたります。 

 ・防 災 設 備：防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等、必要設備を設けま

す。 

 ・防 災 訓 練：消防法に基づき、消防計画等の防災計画を立て、職員及び利用者が参

加する消火通報、避難訓練を年間計画で実施します。 

 

８．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次

に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

 虐待防止に関する担当者 虐待防止委員：小林 真帆 

（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従

業者に周知徹底を図っています。 

（３）虐待防止のための指針の整備をしています。 

（４）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報します。 

 

９．身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等

のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ

とが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留

意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。 

主 治 医 

主 治 医 氏 名 
 

 

連 絡 先 
 

 

ご 家 庭 

氏 名 
 

 

連 絡 先 
 

 



[7] 
 

その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行い身体拘

束に関する担当者を選定しています。 

身体拘束に関する担当者 身体拘束委員：小林 真帆 

（１）緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身

体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（２）非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険

が及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

（３）一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなく

なった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

10. 感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策について 

 事業所は、事業所内において感染症または食中毒が発生し、又はまん延しないよう、

次の各号に掲げる措置を講ずるものとします。 

(１) 事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話措置等の活用等）を定期的に開催するとともに、その

結果について従業者へ周知徹底を図ります。 

(２)  事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整

備します。 

(３)  従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに

訓練を定期的に実施します。 

 

11. 業務継続計画の作成 

 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継

続的に実施及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計

画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講ずるものとしま

す。 

(１) 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施するものとします。 

(２) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行うものとします。 
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12．デイサービス内容に関する苦情 

（１）デイサロン瓜連に関する相談、要望、苦情等は下記窓口で受け付けております。 

  ・苦情受付窓口：担当者  生活相談員 小林 真帆 

  ・受 付 時 間：毎週月曜日から土曜日 

  ・苦情ボックスの設置：玄関窓口に設置します。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

那珂市役所介護保険担当課 

所 在 地 茨城県那珂市福田１８１９－５ 

電話番号 ０２９（２９８）１１１１ 

F A X ０２９（２９５）４２４４ 

茨城県保健福祉部長寿福祉課 

介護保険室 

所 在 地 水戸市笠原町９７８－６ 

電話番号 ０２９（３０１）３３３２ 

国民健康保険団体連合会 

所 在 地 水戸市笠原町９７８－２６ 

     茨城県市町村会館内 

電話番号 ０２９（３０１）１５６５ 

F A X ０２９（３０１）１５７９ 

茨城県社会福祉協議会 

所 在 地 水戸市千波町１９１８ 

電話番号 ０２９（２４１）１１３３ 

F A X ０２９（２４１）１４３４ 
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13．個人情報の取扱い 

   デイサロン瓜連は、事業の目的を達成するために必要な範囲内で、利用者及び家

族等の個人情報を適法かつ公正な手段で収集します。 

   なお、デイサロン瓜連における個人情報の利用目的は、以下のとおりです。 

（１）介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため 

（２）利用者に関わる介護計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービスが提供される

ために実施するサービス担当者会議での情報提供のため 

（３）医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体その他社

会福祉団体等との連絡調整のため 

（４）利用者が医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必

要のあるとき 

（５）利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため 

（６）行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

（７）その他サービス提供で必要な場合 

（８）上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合 

 

 

   令和   年   月   日 

 デイサービスの提供にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事

項を説明いたしました。 

 

事業者   社会福祉法人ナザレ園 

所在地   茨城県那珂市中里３６１番地２ 

事業所名称 デイサロン瓜連 

所在地   茨城県那珂市瓜連字諏訪前 1001 番地 1 

説明者   デイサロン瓜連職員            ㊞ 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業所デイサロン瓜連について重要事項の説明を受

けました。 

利 用 者 住 所 

 

氏 名              

 

 

代 理 人 住 所 

 

氏 名              

 

㊞ 

㊞ 


